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男鹿市条例第１０号 

 

   男鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

 男鹿市介護保険条例（平成１７年男鹿市条例第１２８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 
第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険
料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれ
ぞれ当該各号に定める額とする。 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険
料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれ
ぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 令第38条第１項第１号に掲げる者 38,334円 ⑴ 令第38条第１項第１号に掲げる者 40,290円 
⑵ 令第38条第１項第２号に掲げる者 57,712円 ⑵ 令第38条第１項第２号に掲げる者 60,435円 
⑶ 令第38条第１項第３号に掲げる者 58,133円 ⑶ 令第38条第１項第３号に掲げる者 60,435円 
⑷ 令第38条第１項第４号に掲げる者 75,826円 ⑷ 令第38条第１項第４号に掲げる者 72,522円 

⑸ 令第38条第１項第５号に掲げる者 84,252円 ⑸ 令第38条第１項第５号に掲げる者 80,580円 
⑹ 令第38条第１項第６号に掲げる者 101,102円 ⑹ 令第38条第１項第６号に掲げる者 96,696円 
⑺ 令第38条第１項第７号に掲げる者 109,527円 ⑺ 令第38条第１項第７号に掲げる者 104,754円 
⑻ 令第38条第１項第８号に掲げる者 126,378円 ⑻ 令第38条第１項第８号に掲げる者 120,870円 
⑼ 令第38条第１項第９号に掲げる者 143,228円 ⑼ 令第38条第１項第９号に掲げる者 136,986円 
⑽ 令第38条第１項第10号に掲げる者 160,078円  
⑾ 令第38条第１項第11号に掲げる者 176,929円  
⑿ 令第38条第１項第12号に掲げる者 193,779円  
⒀ 令第38条第１項第13号に掲げる者 202,204円  

２ （略） ２ （略） 
３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の
減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度にお
ける保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,011円とす
る。 

３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の
減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度にお
ける保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,174円とす
る。 

４ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者につ ４ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者につ
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改正後 改正前 
いての保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度ま
での各年度における保険料率について準用する。この場合に
おいて、前項中「24,011円」とあるのは、「40,862円」と読
み替えるものとする。 

いての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度ま
での各年度における保険料率について準用する。この場合に
おいて、前項中「24,174円」とあるのは、「40,290円」と読
み替えるものとする。 

５ 第３項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者に
ついての保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度における保険料率について準用する。この場合
において、第３項中「24,011円」とあるのは、「57,712円」
と読み替えるものとする。 

５ 第３項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者に
ついての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度における保険料率について準用する。この場合
において、第３項中「24,174円」とあるのは、「56,406円」
と読み替えるものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等が
あった場合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等が
あった場合） 

第５条 （略） 第５条 （略） 
２ （略） ２ （略） 
３ 保険料の賦課期日後に令第38条第１項第１号イ（同号に規

定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び⑴に係
る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４
号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号
ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第
１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日
の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に
係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令
第38条第１項第１号から第12号までのいずれかに規定する者
として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第38条第１項第１号イ（同号に規

定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び⑴に係
る者を除く。）、ロ若しくはニ及びハ、第２号ロ、第３号
ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ又は第８号ロ
に該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の額は、当
該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算
定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至っ
た日の属する月から令第38条第１項第１号から第８号までの
いずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の
額の合算額とする。 

４ （略） ４ （略） 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の男鹿市介護保険条例第３条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の

年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

 

 


